
ケース１ 介護保険料における市民税課税・非課税判定は変わらないが、合計所得金額が変わる場合

●年金
年金収入 － 公的年金等控除額 ＝ 公的年金等に係る雑所得（年金所得）
２１０万円 １１０万円 １００万円

●給与
給与収入－給与所得控除額＝給与所得控除後の給与等の金額－所得金額調整控除 ⇒ 給与所得
９５万円 ５５万円 ４０万円 １０万円 ３０万円

●合計所得金額：１３０万円

●市民税課税・非課税判定 ●介護保険料における市民税課税・非課税判定
課税 課税

介護保険料段階：７段階（年額９２，０４０円）

※税制改正では給与所得控除額が６５万円になりましたが、介護保険料の算定時には５５万円を用いて算出します。

75歳（単身世帯）
年金収入：210万円
給与収入：95万円

ケース１の場合、合計所得金額は税制改正前の１３０万円を用いることから、第７段階になります。



ケース２ 介護保険料における市民税課税・非課税判定が変わる場合

●年金
年金収入 － 公的年金等控除額 ＝ 公的年金等に係る雑所得（年金所得）
２１０万円 １１０万円 １００万円

●給与
給与収入－給与所得控除額＝給与所得控除後の給与等の金額－所得金額調整控除 ⇒ 給与所得

１０５万円 ５５万円 ５０万円 １０万円 ４０万円

●合計所得金額：１４０万円

●市民税課税・非課税判定 ●介護保険料における市民税課税・非課税判定
非課税 課税みなし

介護保険料段階：７段階（年額９２，０４０円）

※税制改正では給与所得控除額が６５万円になりましたが、介護保険料の算定時には５５万円を用いて算出します。

6７歳（単身世帯）
年金収入：210万円
給与収入：105万円
障害者控除有

ケース２の場合、合計所得金額は税制改正前の１４０万円を用いることから、介護保険料における市民税課税・非

課税判定は課税となり、第７段階になります。



ケース３の場合、Ａさんは税制改正の影響を受けず市民税非課税のままですが、Ｂさんは税制改正の影響を受けま

す。具体的には、Ｂさんの給与所得は税制改正前の５０万円を用いることから、介護保険料における市民税課税・

非課税判定は「課税」とみなされ、Ａさんは第５段階になります。

ケース３ 世帯員の介護保険料における市民税課税・非課税判定が変わる場合

●Ａさんの年金
年金収入 － 公的年金等控除額 ＝ 公的年金等に係る雑所得（年金所得）
１５０万円 １１０万円 ４０万円

●Bさんの給与
給与収入 － 給与所得控除額 ＝ 給与所得

１０５万円 ５５万円 ５０万円

●市民税課税・非課税判定 ●介護保険料における市民税課税・非課税判定
Ａさん：非課税 Ｂさん：非課税 Ａさん：非課税 Ｂさん：課税みなし

Aさんの介護保険料段階：５段階（年額７０，８００円）

※税制改正では給与所得控除額が６５万円になりましたが、介護保険料の算定時には５５万円を用いて算出します。

Aさん…6８歳
Bさんとの2人世帯
年金収入：150万円

Bさん…40歳
扶養者０人
給与収入：105万円


